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ご遺族の方へ

おくやみハンドブック
船橋市で

必要な手続きを一冊に

ご遺族の方へ　
　このたびのご親族さまのご不幸、謹んでおくやみ申し上げます。
　身近な人が亡くなられた後の手続きについては、亡くなられた方によって
必要な手続きが異なり、中には複雑なものも含まれ、ご遺族さまの大きな
負担となっております。
　このおくやみハンドブックが、皆様のお手続きの一助となれば幸いです。
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おくやみコーナーのご案内

　ご親族などがお亡くなりになった場合に必要となる手続きが、ご自身でよりスムーズに進め
られるよう、市役所での手続きなどをこの「おくやみハンドブック」としてまとめております。

　P. ３～６の「おくやみ手続きチェックリスト」と「お亡くなりになった方・来庁される方の
持ち物」をご覧いただくと、どのような手続きやお持物が必要かを特定できるようになって
おります。ご自身で庁内手続きを進めていただく場合にご活用ください。

　また、なじみのない手続きに不安をお持ちの方に対しては、市役所本庁舎１階の「おくやみ
コーナー」において、来庁された方と面談を行うことにより、巡回すべき担当課を特定するなど、
手続きを安心して進められるようご案内やサポートを行っております。

お問い合わせ・ご予約

戸籍住民課　☎ ０４７ー４３６－２２７０

　『おくやみコーナーの件』とお伝えください。

受付時間 （月）～（金）午前９時から午後５時　※祝日、休日、12/29～1/3を除く

手続きのサポートをご希望の方は、来庁前にご予約をお願い致します。
（３営業日以降にご利用いただけます）

※ご予約いただいても、当日のご案内状況によりお待たせすることもございます。

おくやみコーナーからお伺いしたい主な内容は以下の通りです。

　・死亡届は提出済みでしょうか（船橋市以外に死亡届を提出された場合は手続きが可能な開
始日が遅くなります）

　・お葬式の喪主はどなたでしょうか

　・公的年金を受給中でしょうか

　・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでしたか

　・上下水道・電気・ガス・NHK受信料などの契約者でしたか

　・船橋市営霊園や霊堂を使用していましたか

電話でのご案内内容

・市役所で必要な手続きの確認

・手続きができる場所　＜市役所本庁舎・各出張所・船橋駅前総合窓口センター＞
（お近くの出張所で市役所関係の手続きが完了する場合もございます）

・必要なお持物
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亡くなられた方についての主な手続きを記載しています。
ご自身で市役所内関係各課を回る際の事前確認用にお使いください。
（★）は、対象となる方のみお手続きが必要です。
船橋駅前総合窓口センターで手続きをされる場合は、受付時間をご確認の上、お越しください
（電話番号は P.41 参照）。

おくやみ手続きチェックリスト

市役所の手続き

項目 ☑ 亡くなられた方の情報について 手続き内容　 手続き可能な課

住
民

□
3人以上（いずれも15歳以上）の世帯の
世帯主でしたか

世帯主の変更
・戸籍住民課（１階）
・船橋駅前総合窓口センター
・出張所□ 印鑑登録をしていましたか 登録証の返還（希望の場合）

□ マイナンバーカードはお持ちでしたか カードの返還（希望の場合）

健
康
保
険

□
国民健康保険・後期高齢者医療制度に
加入されていましたか

資格確認書等の返還、葬祭費の支給
申請、資格喪失届または世帯主の変更
（国民健康保険）、保険料の納付方法
の変更（国民健康保険）、送付先変更
届（後期高齢者医療制度）

・国保年金課（１階）
・船橋駅前総合窓口センター
・出張所（送付先変更届を除く）

年
金 □ 公的年金を受け取っていましたか　　　　　　　

亡くなられた方の状況により手続き場
所が異なります。まずは P.33 年金事務
所（ねんきんダイヤル）にお問い合わせ
ください。

・全国の年金事務所
・国保年金課（１階）
※請求者の状況により異なります

福
祉

□
（介護保険） 65歳以上の方または要介護
（要支援）認定を受けていましたか

被保険者証の返還
送付先の届出
高額介護サービス費等に関する手続き
（★）

・介護保険課（３階）
・船橋駅前総合窓口センター
・出張所（高額介護サービス費
等に関する手続きを除く）

□
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者
保健福祉手帳をお持ちでしたか

手帳の返還

・障害福祉課（２階）

□
重度心身障害者医療費助成受給券を
お持ちでしたか

受給券の返還

□
自立支援医療受給者証（更生医療・精神
通院・育成医療）をお持ちでしたか

受給者証の返還
・障害福祉課（２階）
・育成医療は地域保健課（保健
福祉センター内）

□
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・
特別障害者手当等を受給していましたか
または、受給対象者でしたか

資格喪失届
未払手当の請求（★）

・障害福祉課（２階）

□
児童手当を受給していましたか
または、受給対象の児童 でしたか

児童手当に関する手続き ・子育て給付課（３階）
・船橋駅前総合窓口センター
・出張所
・連絡所□

子ども医療費助成受給券をお持ちでしたか
または、お持ちの方の保護者でしたか

子ども医療費受給に関する手続き

□
児童扶養手当を受給していましたか
または、受給対象の児童でしたか

児童扶養手当に関する手続き
・子育て給付課（３階）
・船橋駅前総合窓口センター
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市役所以外の手続き

☑ 亡くなられた方の情報について 手続き内容等　

□ 上下水道・電気・ガス・ＮＨＫ受信料などの契約者でしたか

必要な手続きは、お問い合わせください。

⇒おくやみハンドブックの P.33 ～ 34「市役所以外での主な
手続き一覧」をご参照ください。

□ 運転免許証・車はお持ちでしたか

□ 金融機関に預貯金がありましたか

□ 生命保険に加入されてましたか

□ 新聞・雑誌の購読をされていましたか

□ 土地・家屋を所有していましたか

項目 ☑ 亡くなられた方の情報について 手続き内容　 手続き可能な課

医
療
費
助
成

□
特定医療費（指定難病）受給者証・肝炎治療
受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証・
被爆者手帳等を所持されていましたか

消滅届等
・保健総務課
　（保健福祉センター内）

税
金

□
個人市・県民税、森林環境税が課税されてい
ましたか

相続人代表者の指定 ・市民税課（２階）

□
原動機付自転車もしくは小型特殊自動車を所
有していましたか

廃車、名義変更
・市民税課（２階）
・船橋駅前総合窓口センター
・出張所

□
土地・家屋を所有していましたか
※登記・未登記に関わりません

現所有者の申告 ・資産税課（２階）（注1）

そ
の
他

□
貸付金を利用している、または連帯保証人と
なっていましたか

借受人、連帯保証人の変更 ・貸付担当課

□ 市営住宅にお住まいでしたか 市営住宅に関する手続き ・船橋市営住宅管理センター（６階）

□ 市営霊園・霊堂を使用していましたか 使用承継の手続き（名義変更） ・環境保全課（４階）

（注１）該当の方には申請書が郵送されますので未申告の場合は返送お願いいたします。
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お越しの際には該当するものをお持ちください。
おくやみハンドブック（この冊子です）もお持ちください。
ご不明な点がありましたら、おくやみコーナー担当までお問い合わせください。

お亡くなりになった方の持ち物

住
民
関
係

□ マイナンバーカード

□ 住民基本台帳カード　　（返還をご希望の場合のみ）

□ 印鑑登録証

□ 交通不便地域支援事業パスカード

健
康
保
険

□ 国民健康保険資格確認書等

※世帯主が死亡された場合で、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、国民
健康保険加入者全員の資格確認書等

□ 後期高齢者医療資格確認書等

□ 限度額適用認定証

□ 特定疾病療養受療証

福
祉
・
医
療
費
助
成

□ 介護保険被保険者証

□ 通所受給者証（障害児）

□ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

□ 障害福祉サービス受給者証

□ 地域生活支援サービス事業受給者証

□ 自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・育成医療）

□ 重度心身障害者医療費助成受給券

□ 特定医療費（指定難病）受給者証

□ 小児慢性特定疾病医療受給者証

子
ど
も

□ 児童扶養手当証書

□ ひとり親家庭等医療費助成受給券

□ 子ども医療費助成受給券

その他、市役所等から交付されたご不明な書類等があればお持ちください。
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□ 来庁される方の本人確認書類

写真付きの官公署発行の身分証明書は1点（マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど）
または、写真がないものは2点（健康保険資格確認書等・年金手帳など）。

【葬祭費の支給申請】
□ 認印（喪主）

□ 葬儀を執り行った方（喪主）のフルネーム記載の領収書または会葬礼状等

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬儀を執り行った方（喪主）で 
あることが確認できる書類が必要です。
また、葬祭費は葬儀を執り行った方（喪主）の銀行口座へ振込みとなりますので、申請書には
振込先の記入漏れのないようお願いいたします。

□ 委任状（P.42に見本がございますので切り離すかコピーしてお使いください）

委任状が必要な場合があります。

死亡に伴う手続きは、法令等で手続きできる親族の範囲が異なります。

（年金事務所での手続きを代理の方が行う場合は年金専用の委任状が必要です）

□ 戸籍謄本等（本籍が船橋市以外の場合は申請者と死亡者の続柄がわかるものがあればお持ち
ください）

□ 亡くなられた方が、高校生（18歳到達後最初の3月31日まで）以下の児童を監護していた場
合の持ち物に関してはP.17をご確認ください。

来庁いただく方の続柄によっては手続きできないものもございますので、あらかじめご了承
ください。

来庁される方（ご遺族・ご親族等）の持ち物
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※本冊子では資格や業務に関する手続きについては掲載しておりませんので担当部署にお問い合わせください。
※ご遺族等が利用いただける制度は P.35 ～ P.37 をご参照ください。
※今回の死亡に関する手続き後、亡くなられた方に市へ納付いただく債務が残っている場合、担当課より相続人様宛に通知等
させていただく場合がございますのでご了承ください。詳しくは各担当課へお問い合わせください。

※各手続きにおいて、亡くなられた方への還付金がある場合、還付金受取り手続きをする相続人の方にご自身が相続人であること
を証明する資料（戸籍謄本等）を添付していただきます。

市役所の手続き一覧

お亡くなりになった方についてのご確認 主な手続き 担当部署等 参照
ページ

市
役
所
で
の
手
続
き

住
民
関
係

印鑑登録をしている ・印鑑登録証の返還（希望の場合）

 戸籍住民課

10A
世帯主である ・世帯主の変更 (*1) 10B
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている ・各カードの返還（希望の場合） 10C

健
康
保
険

国民健康保険に加入している、または国民健康保
険加入者がいる世帯の世帯主である

・資格確認書等の返還
・葬祭費の支給申請
・資格喪失届または世帯主の変更 (*1)
・保険料の納付方法の変更

国保年金課

11A

後期高齢者医療制度に加入している
・資格確認書等の返還
・葬祭費の支給申請
・送付先変更届

11B

年
金

障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受給している
※老齢年金を受給していた方は、年金事務所で手続き
となります。

・未支給年金の請求 12A

国民年金に加入している ・遺族基礎年金、寡婦年金の請求
・死亡一時金の請求 13A

介
護
保
険

65歳以上の方または要介護（要支援）認定を受け
ている（認定申請中を含む）

・介護保険被保険者証の返還
・送付先の届出 
・高額介護サービス費等の登録口座の変更

介護保険課 14A

税
金

個人市・県民税、森林環境税が課税されている ・相続人代表者の指定
市民税課

15A
原動機付自転車もしくは小型特殊自動車を所有している ・名義変更または廃車 15B
土地・家屋を所有している ・現所有者の申告

資産税課
15C

未登記家屋を所有している ・未登記家屋の名義変更 16A

高
齢
者

次のいずれかを利用している
・緊急通報装置
・福祉電話

・サービスの中止
高齢者福祉課

16B

はり・きゅう・マッサージ助成券をお持ちである ・助成券の返還 16C

子
ど
も

児童手当を受給している、または受給対象の児童
である

・受給者の変更 (*2)
・未払い手当の請求 (*2)

子育て給付課

17A

子ども医療費助成受給券をお持ちである、または
お持ちの方の保護者である

・保護者の変更
・受給券の返納 17B

児童扶養手当を受給している、または受給対象の
児童である

・受給者死亡の届出 (*1)
・未払い手当の請求 (*1)
・児童扶養手当証書の返納 (*1)

18A

遺児手当を受給している ・受給資格消滅の届出 (*1) 18B

ひとり親家庭等医療費助成受給券をお持ちである ・受給資格消滅の届出 (*1)
・受給券の返納 (*1) 18C

（*1）は死亡日から１４日以内に手続きが必要です。
（*2）は死亡日の翌日から数えて１５日以内に手続きが必要です。
★各参照ページに手続きの概要を記載しています（例：９Aと記載されている項目については９ページの A番をご覧ください）。
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お亡くなりになった方についてのご確認 主な手続き 担当部署等 参照
ページ

市
役
所
で
の
手
続
き

子
ど
も

放課後ルームを利用している ・退所または変更の届出 地域子育て支援課 19A

保育所等を利用している（利用申込中を含む） ・退所または変更の届出
・支給認定証の返還 保育入園課 19B

幼児教育・保育の無償化対象施設を利用している ・幼児教育・保育の無償化に関すること 保育入園課（学務課） 19C

通所受給者証をお持ちである ・通所受給者証の返還
・保護者の変更 療育支援課 20A

次のいずれかをお持ちである
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳

・手帳の返還 障害福祉課 21A

 次のいずれかをお持ちである
・自立支援医療（更生医療・精神通院・育成医療）
受給者証

・障害福祉サービス受給者証
・地域生活支援サービス事業受給者証

・受給者証の返還
障害福祉課
地域保健課（育成
医療）

21B

 次のいずれかを受給している
・心身障害児福祉手当
・特別児童扶養手当
・障害児福祉手当
・ねたきり身体障害者及び重度知的障害者介護手当
・特別障害者手当
・経過的福祉手当

・資格喪失届または受給者の変更
・未払い手当の請求

障害福祉課

22A

グループホーム・生活ホームの家賃補助を受けている ・家賃補助の中止 23A

 次のいずれかを利用している
・緊急通報装置
・福祉電話

・サービスの中止 23B

重度心身障害者医療費助成受給券をお持ちである ・受給券の返還 23C

精神障害者入院医療費助成の受取口座をお持ちである ・受取口座の変更 23D

心身障害者扶養年金の受給者または加入者である ・停止または給付の申請 24A

乗
車
券

福祉タクシー乗車券（要介護者等）をお持ちである ・乗車券の返還 高齢者福祉課 24B

福祉タクシー乗車券（ピンク色）をお持ちである ・乗車券の返還 障害福祉課 24C

交通不便地域支援事業パスカードをお持ちである ・パスカードの返還 道路計画課 24D

医
療
費
助
成

次のいずれかをお持ちである
・千葉県特定医療費（指定難病）受給者証
・千葉県指定難病登録者証
・千葉県肝炎治療受給者証
・千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証
・千葉県特定疾患医療受給者証
・船橋市小児慢性特定疾病医療受給者証
・船橋市小児指定疾病医療費助成登録証

・受給者証等の返還 保健総務課 25A

被爆者健康手帳をお持ちである ・手帳の返還 (*1)
・葬祭料の支給申請 保健総務課 25B

下
水
道
・
し
尿

自宅・事業所等のトイレが汲み取り式である ・名義変更
・し尿収集手数料の精算 クリーン推進課 26A

下水道を使用している ・使用者の名義変更 千葉県企業局 26B

相続などで受益者負担金に係る受益者が変わった ・下水道受益者の変更 下水道総務課 26C

浄化槽のある家屋を所有している ・浄化槽管理者の変更・使用休止 環境保全課 26D

農
地

農地を所有している ・農地法による届出 農業委員会事務局 27A

森林を所有している ・森林法による届出 農水産課 27B
（*1）は死亡日から１４日以内に手続きが必要です。

障
害
（
児
）
者
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お亡くなりになった方についてのご確認 主な手続き 担当部署等 参照
ページ

市
役
所
で
の
手
続
き

貸
付
金

下水道接続工事の貸付金を利用している、
または連帯保証人である ・借受人または連帯保証人の変更 下水道総務課 27C

高齢者・障害者住宅整備資金貸付金を利用
している ・借受人の変更 高齢者福祉課

障害福祉課 27D

看護師等養成修学資金貸付金を利用してい
る、または連帯保証人である

・返還免除の申請
・連帯保証人の変更 健康政策課 28A

保育士養成修学資金貸付金を利用している、
または連帯保証人である

・返還免除の申請
・連帯保証人の変更 保育入園課 28B

母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用している ・死亡届の提出 こども家庭支援課 29A

船橋市奨学金貸付金を利用している ・死亡届の提出 学務課 29B

ペ
ッ
ト

犬を飼っている ・犬の登録事項の変更 動物愛護指導センター
衛生指導課 29C

そ
の
他

次のいずれかを利用している
・広報ふなばしのポスティングサービス
・声の広報
・点字広報

・サービスの中止 広報課 30A

市営霊園・霊堂を使用している ・使用承継の手続き（名義変更） 環境保全課 30B

地震・火災等の災害で亡くなられた ・災害弔慰金の申請 地域福祉課 30C

月ぎめで駐輪場を利用していた ・市営駐輪場の定期利用の廃止 都市整備課 31A

市営住宅に住んでいた ・市営住宅明渡届等 船橋市営住宅管理センター 31B

町会・自治会代表者の変更 ・町会・自治会代表者 / 状況届出書 自治振興課 31C

各種施設利用カード等の返還

・図書館資料利用券 西図書館

31D・体育施設利用者カード 生涯スポーツ課

・船橋市民文化ホール友の会会員証 市民文化ホール

パスポートを所持していた ・パスポートの返納 船橋市パスポートセンター 32A

パートナーシップ宣誓をしていた ・パートナーシップ変更・解消届の
提出 市民協働課 32B

〇オンライン申請の利用について（船橋市スマート申請）

船橋市ホームページ・トップページ 《 目的から探す 》に、
オンライン申請のアイコンがありますのでご利用ください。

（P.10 ～ P.32 『市役所の手続き』の中で【手続き窓口】の右側に
※オンラインでの手続きも可能　と表示のある手続きが対象です）

実際のオンライン申請方法については各担当課にご確認ください。
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市役所の手続き

住民関係

A 印鑑登録証の返還
亡くなられた方が印鑑登録をしていた場合、その方の印鑑登録は抹消となり
ます。
同時に、印鑑登録証（青いカード）は無効なものとなります。
※返還をご希望の場合は、窓口までお持ちください。

【手続き・持ち物】

□ 印鑑登録証の返還
　・亡くなられた方の印鑑登録証

【手続き可能な人】
・どなたでも可

【手続き窓口】
・戸籍住民課　市民第一係
   ☎ ０４７－４３６－２２７０
・出張所、連絡所、船橋駅前総合窓口センター

【期限】
・なし

B 世帯主変更
亡くなられた方が世帯主であった場合で、下記に該当した場合、手続きが
必要となります。
・同一世帯に残された１５歳以上の方が２名以上いる場合

【手続き・持ち物】

□ 世帯主の変更
　・届出人の本人確認書類
　・委任状（届出人が故人と別世帯の場合）

【手続き可能な人】
・同一世帯の方
・代理人　※委任状が必要

【手続き窓口】
・戸籍住民課　市民第二係
   ☎ ０４７－４３６－２２７０
・出張所、船橋駅前総合窓口センター

【期限】
・亡くなられた日から１４日以内

C マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カード
※亡くなられた方の住民基本台帳カードは無効となります。返還をご希望の
場合は窓口までお持ちください。
亡くなられた方についての他の手続きでマイナンバーが必要となる場合がご
ざいますので、マイナンバーカード・通知カードの廃棄はその他の手続きが
落ち着いてから行ってください。

【ご相談窓口】
・戸籍住民課
   ☎ ０４７－４３６－２２７０
・出張所、船橋駅前総合窓口センター

印鑑登録証
（平成 29年 4月末までにご登録の方）

印鑑登録証
（平成 29年 5月 1日以降に登録の方）

マイナンバーカード

通知カード

住民基本台帳カード（写真入り）

住民基本台帳カード（写真無し）
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保 険

A 国民健康保険の手続き
亡くなられた方が国民健康保険の加入者であった場合、資格喪失届の提出、資格確認書等の返還が必要になります。申請により、
葬儀を執り行った方（喪主）に葬祭費５万円が支給されます。国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主が亡くなられた場合、世
帯主変更後の資格確認書等を交付します。

亡くなられた方が保険料を口座振替でお支払いされていた場合で、今後も口座振替を希望される場合は再度申請が必要です。
（亡くなられた方が世帯主の場合は、口座名義人でなくとも今後も口座振替を希望される場合は申請が必要です。）

なお、亡くなられた方の職場の健康保険にご家族が扶養として加入していた場合、国民健康保険に加入する必要がある場合が
あります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

【手続き・持ち物】

□ 資格喪失届及び資格確認書等の返還
　・資格確認書等
　・限度額適用認定証
　・特定疾病療養受療証

□ 葬祭費の支給申請
　・葬祭費用の領収書や会葬礼状等（葬儀を執り行った方のフルネームが
　　記載されたもの）
　・委任状
　　（葬儀を執り行った方以外の銀行口座へ振り込みを希望する場合のみ）
　※葬祭費は、葬儀を執り行った方の銀行口座へ 振込みとなりますので申請
        書には、振込先の 記入漏れや間違いのないようお願いいたします。
　・葬儀を執り行った方の印鑑（認印可能）

□ 世帯主の変更
　・同一世帯員の資格確認書等

□ 保険料口座振替の申請方法
　○口座振替依頼書で申し込む場合
　　※国保年金課窓口へ提出される場合
　　・資格確認書等または納入通知書
　　・通帳またはキャッシュカード（コピー可）
　　・通帳の届出印

　○ペイジー口座振替受付サービスで申し込む場合
　　※一部対応していない金融機関があります。
　　※口座名義人ご本人のみ受付可
　　・資格確認書等
　　・キャッシュカード（生体認証ＩＣキャッシュカードは不可）

【手続き可能な人】
・亡くなられた方の親族等

【手続き窓口】
・国保年金課　資格給付係・保険料係
   ☎ ０４７－４３６－２３９５
・出張所、船橋駅前総合窓口センター

【期限】
○葬祭費の支給申請
　・葬祭を行った日の翌日から２年以内
○資格喪失届及び世帯主変更
　・死亡日から１４日以内
○その他の手続き
　・速やかに

B 後期高齢者医療制度の手続き
亡くなられた方が後期高齢者医療制度の加入者であった場合、後期高齢者医療資格確認書等の返還が必要になります。申請に
より葬儀を行った方（喪主）に葬祭費５万円が支給されます。

【手続き・持ち物】

□ 資格確認書等の返還
　・後期高齢者医療資格確認書等
　・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
　・後期高齢医療特定疾病療養受療証

□ 葬祭費の支給申請
　・葬祭費用の領収書や会葬礼状等（喪主の氏名記載）
　※葬祭費は葬儀を執り行った方（喪主）の銀行口座へ振込みとなりますので、
　　申請書には振込先の記入漏れ のないようお願いいたします。

□ 後期高齢者医療制度書類等送付先変更届
・送付先となる方の運転免許証・パスポート・障害者手帳・写真付き住基
カード・マイナンバーカードのうちいずれか１点

【手続き可能な人】
・亡くなられた方の親族等

【手続き窓口】
・国保年金課　高齢者医療係
   ☎ ０４７－４３６－２３９５
・出張所、船橋駅前総合窓口センター

【期限】
○葬祭費の支給申請
・葬祭を行った日の翌日から２年以内
○その他の手続き
・速やかに
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年 金

A 未支給年金の請求
亡くなられた方が、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金受給者であったとき、未支給年金請求が可能な場合があります。

※老齢年金受給者が亡くなられた場合は年金事務所での手続きになります。

【手続き・持ち物】

□ 未支給年金の請求
　○亡くなられた方について
　　・年金証書
　　・戸籍謄本（死亡の記載があり、請求者との続柄がわかるもの）
　　・住民票の除票（請求者の住民票に記載されていない場合）
　○請求者について
　　・請求者名義の預貯金通帳またはキャッシュカード（コピー可）
　　・住民票（世帯全員、続柄記載のもの）
　　・生計同一申立書（死亡者と請求者が別世帯・別居していた場合）
　○窓口に手続きに来られる方について
　　・本人確認書類（官公署発行の顔写真付きのもの）
　　・委任状（請求者以外の方が手続きをする場合）

　※戸籍謄本・住民票は死亡日以降に発行されたもの。
※住民票・住民票の除票は、マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。
※戸籍謄本は、請求者が配偶者または遺族年金を請求する子の場合、 マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。

【手続き可能な人】
・亡くなられた方と生計を同じくしていた、３親等内の親族

　（請求できる順位は①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦その他３親等内の親族）

　※代理の方が手続きをされる場合は上記本人確認書類のほかに委任状が必要になります。

【手続き窓口】
○遺族基礎年金・障害基礎年金・寡婦年金
　・国保年金課　国民年金係
  　 ☎ ０４７－４３６－２２８２

○老齢年金・遺族基礎年金・障害基礎年金・寡婦年金
　・日本年金機構　船橋年金事務所
　   ☎ ０４７－４２４－８８１１
　   ☎ ０５７０－０５－４８９０（予約受付専用電話）０５０から始まる電話でおかけになる場合は、☎ ０３－６６３１－７５２１
　   ※年金事務所での手続きは原則予約制となります。
　   ※年金事務所では全ての未支給年金の手続きが可能です。

【期限】
・亡くなられた後速やかに

亡くなられた方の厚生年金に配偶者が扶養として加入していた場合、国民年金に加入する必要がある場合が
あります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

年金の各種手続きは、亡くなられた方やご遺族の状況により、支給の可否や請求できる方が異なります。
事前に年金事務所にお問い合わせいただき、ご確認の上で手続きをお願いします。

！
注 意
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年 金

年金の各種手続きは、亡くなられた方やご遺族の状況により、支給の可否や請求できる方が異なります。
事前に年金事務所にお問い合わせいただき、ご確認の上で手続きをお願いします。

！
注 意

A 国民年金の手続き（遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求）
亡くなられた方及びご遺族がいずれも下記に該当する場合、遺族基礎年
金、寡婦年金及び死亡一時金が支給される可能性があります。

【手続き・要件】

□ 遺族基礎年金
　○亡くなられた方について（下記いずれかに該当する場合）
　　・国民年金の被保険者※保険料の納付要件あり
　　・国内に居住している、６０歳～６５歳までの国民年金の被保険者
　　　であった方※保険料の納付要件あり
　　・保険料納付済期間と保険料免除期間等を合計して２５年以上ある方

　○ご遺族について
　　・亡くなられた方との間に子がいる配偶者
　　・亡くなられた方の子
　　　（子は１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子、
　　　もしくは２０歳未満の障害のある方）

□ 寡婦年金
　○亡くなられた方について

・１０年以上の国民年金納付期間（免除期間含む）がある夫が、老
齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなられた場合

　○ご遺族について
・１０年以上継続した婚姻関係にあり、生計維持されていた妻
　（６０歳～６５歳まで受給可能）
※妻が繰り上げ年金の老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。

□ 死亡一時金の請求
　○亡くなられた方について

・３年以上の国民年金納付期間があり、老齢基礎年金や障害基礎
年金を受給せずに亡くなられた場合

　○ご遺族について
　　・亡くなられた方と生計を同じくしていた親族の方

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
（①～⑥の順に請求できます）

【持ち物】
＜全ての手続きで必要なもの＞

・亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号
通知書
・戸籍謄本
　（死亡の記載があり、請求者と続柄がわかるもの）
・請求者の世帯全員の住民票
　（世帯全員、続柄記載のもの）
・亡くなられた方の住民票の除票
　（請求者の住民票に記載されていない場合）
・請求者名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
　（コピー可）
・本人確認書類
　（官公署発行の顔写真付きのもの）

＜上記以外に必要なもの＞
○遺族基礎年金
・請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・死亡診断書のコピーまたは死亡届記載事項証明書
・請求者等の所得証明書または非課税証明書等
　（最新年度のもの）
・子の学生証または在学証明書
　（義務教育の場合は不要）

〇寡婦年金
・請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・請求者の所得証明書または非課税証明書等
　（死亡日の前年のもの）

※その他死因が第三者行為による場合に必要になる
書類があります。

※戸籍謄本・住民票、住民票の除票、所得証明書、
非課税証明書はマイナンバーを記入いただくこと
で添付を省略できます。（死亡一時金で戸籍謄本
が省略できるのは、請求者が配偶者の場合のみ）

【手続き可能な人】
・ご遺族または代理の方
　※代理の方が手続きをされる場合は本人確認書類のほかに委任状が必要になります。

【手続き窓口】
　・国保年金課　国民年金係　☎０４７－４３６－２２８２
　・日本年金機構　船橋年金事務所
  　 ☎ ０４７－４２４－８８１１
　   ☎ ０５７０－０５－４８９０（予約受付専用電話）０５０から始まる電話でおかけになる場合は、☎ ０３－６６３１－７５２１
　  ※加入履歴により年金事務所での手続きになる場合があります。
　  ※年金事務所での手続きは原則予約制となります。　  ※年金事務所では全ての手続きが可能です。

【期限】
○遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金
　・亡くなられた後速やかに
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介護保険

A 介護保険の手続き
亡くなられた方が６５歳以上の方または要介護（要支援）認定を受けていた場合は、下記の手続きと持ち物が必要となります。
要介護（要支援）認定の申請中に亡くなられた場合は、事前にお電話でお問い合わせください。

【手続き・持ち物】

□ 介護保険被保険者証等の返還
　・被保険者証（または資格者証）
　※亡くなられた方が要介護（要支援）の認定を受けていた場合は、返還前にコピーし、保管されることをおすすめします。

□ 送付先の届出
　※亡くなられた方の住所で郵送物を受取れる場合、この届出は不要です。

□ 高額介護サービス費等に関する手続き
　※該当する場合は、個別にご連絡いたします。

【手続き可能な人】

・相続人等

【手続き窓口】
○介護保険被保険者証等の返還

○送付先の届出
　・介護保険課　資格保険料係　☎ ０４７－４３６－２３０３
　・出張所（送付先の届出は預りのみ）、船橋駅前総合窓口センター

○要介護（要支援）認定申請中の場合
　・介護保険課　認定審査係　☎ ０４７－４３６－２３０２

○高額介護サービス費等に関する手続き
　・介護保険課　給付係　☎ ０４７－４３６－２３０４

【期限】

○高額介護サービス費等に関する手続き
　・個別にご連絡いたします。

〇その他の手続き
　・速やかに

MEMO  

14



税 金

A 個人市・県民税、森林環境税が課税されている場合の手続き
船橋市に個人市・県民税、森林環境税の納税義務のある方が亡くなられた場
合、その関係書類を受領する相続人代表者の指定が必要となります。詳しく
は担当課までお問い合わせください。

【手続き・持ち物】

□ 相続人代表者の指定
　・相続人代表者指定（変更）届
　・相続人代表者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）

【手続き可能な人】
・相続人及びその代理人

【手続き窓口】
・市民税課　個人市民税第一係
   ☎ ０４７－４３６－２２１４

【期限】
・相続の開始日から、おおよそ３ヶ月以内

B 原動機付自転車、小型特殊自動車の手続き
亡くなられた方が原動機付自転車もしくは小型特殊自動車を所有していた
場合、名義変更または廃車等の手続きが必要となります。
※軽二輪（１２５ｃｃ超２５０ｃｃ以下）、小型二輪（２５０ｃｃ超）、軽自動車、
普通自動車は別途手続きが必要です。（P.33 市役所以外での主な手続き一
覧をご覧ください）

【手続き・持ち物】

□ 原動機付自転車、小型特殊自動車の名義変更・廃車
　・標識交付証明書
　・ナンバープレート（車両を処分する場合や市外の人へ譲渡するとき）
　・相続人であることが確認できる書類（戸籍謄本・住民票等）
　・来庁される方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）

【手続き可能な人】
・どなたでも可

【手続き窓口】
・市民税課　法人・軽自動車税係
   ☎ ０４７－４３６－２２０３
・船橋駅前総合窓口センター、出張所

【期限】
・死亡届提出後、３０日以内

C 土地・家屋の現所有者の申告
亡くなられた方が土地・家屋を所有している場合、相続人の中から固定資産税
の納税通知書等を受け取る「現所有者」を申告していただく手続きです。

【手続き・持ち物】

□ 現所有者の申告等
　（現所有代表者の住民票が船橋市に無い場合）
　・現所有代表者のマイナンバーが確認できるもの
　・現所有代表者の本人確認書類

　※亡くなられた方が船橋市外にお住まいだった場合、死亡日が確認できる
書類の提示をお願いする場合があります。

【手続き可能な人】
・相続人及びその代理人

【手続き窓口】
・資産税課　賦課管理係
   ☎ ０４７－４３６－２２２２

【期限】
・死亡届提出後、おおよそ３ヶ月以内

※亡くなられた方が市内にお住まいだった場合、
市から届出についてのご案内を生前のご住所
にお送りしています。

MEMO  
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税 金

高齢者

A 未登記家屋の名義変更
亡くなられた方が未登記家屋を所有している場合に、ご名義を変更
する手続きです。

【手続き・持ち物】

□ 未登記家屋所有者変更届
　・遺産分割協議書（写し）
　・新所有者の実印

　※遺産分割協議書がない場合は、別途提出書類を案内しますので、
お問い合わせください。

【手続き可能な人】
・相続人（新所有者）及びその代理人

【手続き窓口】
・資産税課　賦課管理係
   ☎ ０４７－４３６－２２２２

【期限】
・亡くなられた日の翌年１月末日

※亡くなられた方が市内にお住まいだった場合、市から届
出についてのご案内を生前のご住所にお送りしています。

B 緊急通報装置・福祉電話の返却手続き
緊急通報装置または福祉電話の貸与を受けている方が亡くなられた場
合は、返却手続きが必要となりますので、ご連絡ください。

【手続き・持ち物】

□ 緊急通報装置の返却

　※後日業者が装置の取り外しに伺うため、立ち会いが可能な方を
ご連絡ください。立ち会いの方に業者より連絡が入ります。

□ 福祉電話の返却
　・電話機

【手続き可能な人】
・親族、同居の方、担当ケアマネジャー、成年後見人等

【手続き窓口】
・高齢者福祉課　在宅支援係
   ☎ ０４７－４３６－２３５２

【期限】
・至急担当課までご連絡ください。
※福祉電話については回線を停止するまで、利用料

が発生します。

C はり・きゅう・マッサージ助成券の返還
はり・きゅう・マッサージ助成券の利用者が亡くなられた場合、返還
してください。利用者以外使用することができないので、破棄して
もらってもかまいません。

【手続き・持ち物】

□ はり・きゅう・マッサージ助成券の返還
　・はり・きゅう・マッサージ助成券

【手続き可能な人】
・親族、同居の方、担当ケアマネジャー、成年後見人等

【手続き窓口】
・高齢者福祉課　在宅支援係
   ☎ ０４７－４３６－２３５２

【期限】
・死亡届提出後、速やかに
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子ども

A 児童手当の手続き（受給者の変更、未払い手当の請求）
亡くなられた方に高校生以下の児童がいて、児童手当を受給している場合、児童手当の受給資格が消滅します。児童手当を引き
続き受給するためには、受給者の変更が必要となりますので、配偶者等これからの保護者は「認定請求書」を提出してください。
（新規の受給者が公務員の場合は原則として勤務先への申請となります）未払い分の児童手当があるときは「未支払児童手当
請求書」を提出してください。

また、亡くなられた方が公務員のため、市で児童手当を受給していない場合は、配偶者等これからの保護者が今後受給できる
可能性があります。詳しくは子育て給付課までお問い合わせください。

【手続き・持ち物】

□ 受給者の変更手続き・未払い手当の請求

　○新たに受給者となる方

　　・個人番号のわかるもの（マイナンバーカード等）
　　・被保険者情報がわかる書類（※私立学校教職員共済組合以外の共済
　　　組合）
　　 （例）   健康保険証（令和 7年12月1日まで）、資格確認書、資格情報の
　　　　　お知らせ（資格情報通知書）、マイナポータル上の被保険者情報が 
　　　　　記載されている画面の写し等
　　・振込先口座がわかるもの（通帳またはキャッシュカード）の写し

　○亡くなられた受給者が監護していた高校生以下の児童
　　・児童名義の振込先口座がわかるもの
　　　（通帳またはキャッシュカード）の写し

【手続き可能な人】
・高校生以下の児童の保護者

【手続き窓口】　※オンラインでの手続きも可能

・子育て給付課　児童助成係
   ☎ ０４７－４３６－２３１６
・出張所・連絡所、船橋駅前総合窓口センター

【期限】
・亡くなられた日の翌日から数えて１５日以内

※手続きが遅れると、支給されない月が発生する
ことがあります。

B 子ども医療費助成受給券の手続き（保護者の変更、受給券の返納）
亡くなられた方に高校生（18 歳到達後最初の3月31日まで）以下の児童がいる場合、児童の保護者の設定変更の手続きが必
要になります。
また、高校生（18歳到達後最初の3月31日まで）以下の児童が亡くなられた場合、受給券を返納していただく必要があります。

【手続き・持ち物】

□ 保護者の変更、加入保険の変更、受給券の返納
　・児童の被保険者情報がわかる書類（加入保険の変更 があった場合のみ）
　（例）健康保険証（令和 7年12月1日まで）、資格確認書、資格情報のお
　　　  知らせ（資格情報通知書）、マイナポータル上の被保険者情報が記載
　　　  されている画面の写し等
※児童名、保険者番号、保険者名、記号番号、被保険者名、資格取得日が記
　載されているかご確認ください。
　・船橋市子ども医療費助成受給券

【手続き可能な人】
・高校生（18歳到達後最初の3月31日まで）
   以下の児童の保護者

【手続き窓口】　※オンラインでの手続きも可能

・子育て給付課　児童助成係
   ☎ ０４７－４３６－２３１６
・出張所・連絡所、船橋駅前総合窓口センター

【期限】
・亡くなられた後、速やかに

MEMO  
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子ども

A 児童扶養手当の手続き
（受給者死亡届、未払児童扶養手当の請求、児童扶養手当証書の返納）

児童扶養手当受給者が亡くなられた場合、受給資格が消滅しますので、受給者死亡の届出をご提出ください。
その際、未支払分の児童扶養手当がある場合は、対象児童の口座にお振込みいたします。
また、児童扶養手当証書（クリーム色）が発行されている場合は、返納していただきます。

【手続き・持ち物】

□ 受給者死亡の届出

□ 未払児童扶養手当の請求
　・対象児童の通帳

□ 児童扶養手当証書の返納
　・児童扶養手当証書（クリーム色）
　※紛失等で見つからない場合は、窓口にてその旨お伝えください。

【手続き可能な人】
・児童扶養手当の対象児童の保護者

【手続き窓口】
・子育て給付課　ひとり親家庭助成係
   ☎ ０４７－４３６－３３１６
・船橋駅前総合窓口センター（平日９時～１７時）

【期限】
・亡くなられた日から１４日以内

B 遺児手当の手続き（受給資格消滅の届出）
遺児手当受給者が亡くなられた場合、受給資格が消滅しますので、受給資格
消滅届をご提出ください。

その際、未支払分の遺児手当がある場合は、対象児童名義の口座にお振込み
いたします。

【手続き・持ち物】

□ 遺児手当受給資格消滅届

□ 未払遺児手当の請求
　・対象児童の通帳

【手続き可能な人】
・遺児手当の対象児童の保護者

【手続き窓口】
・子育て給付課　ひとり親家庭助成係
　☎ ０４７－４３６－３３１６
・船橋駅前総合窓口センター（平日9時～17時）

【期限】
・亡くなられた日から１４日以内

C ひとり親家庭等医療費助成の手続き（受給資格消滅の届出、受給券の返納）

ひとり親家庭等医療費助成受給者が亡くなられた場合、受給資格が消滅しま
すので、受給資格変更等届をご提出ください。

また、受給券は返納していただきます。

【手続き・持ち物】

□ ひとり親家庭等医療費助成受給資格変更等届

□ ひとり親家庭等医療費助成受給券の返納
　・ひとり親家庭等医療費助成受給券

【手続き可能な人】
・ひとり親家庭等医療費助成の対象児童の保護者

【手続き窓口】
・子育て給付課　ひとり親家庭助成係
   ☎ ０４７－４３６－３３１６
・船橋駅前総合窓口センター（平日9時～17時）

【期限】
・亡くなられた日から１４日以内

※届出が遅れて資格が消滅した後に受給券を
使用すると返還金が発生する場合があります。
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子ども

A 放課後ルームの手続き（退所または変更の届出）
放課後ルーム利用中の児童が亡くなられた場合は、その月の月末で放課後
ルームを退所していただく為のお手続きをお願いします。また、放課後ルーム
利用中の同一世帯の方が亡くなられた場合は、その世帯の方に入所事項変更
届をご提出していただく必要があります。

【手続き・持ち物】

□ 放課後ルームの退所または変更

　・放課後ルーム退所届
　・放課後ルーム入所事項変更届

【手続き可能な人】
・放課後ルーム利用者の同一世帯の方

【手続き窓口】
・地域子育て支援課
   ☎ ０４７－４３６－２３１９

【期限】
・速やかに

B 保育所等の手続き（退園または変更の届出、支給認定証の返還）
【手続き・手続きが可能な人】

□ 変更届の提出・支給認定証の返却
・保育所等を利用申込みまたは在籍している児童の保護者、同居の兄弟姉妹または同居の祖父母が亡くなられた場合、提出
が必要です。この提出により、亡くなられた人を児童の教育・保育給付認定と保育料算定の対象者から除外します。また、
亡くなられた人の氏名が表記された支給認定証が交付されている場合は返還が必要となります。

・手続きが可能な人：保育所等を利用申込み、または在籍している児童の保護者

□ 退園届の提出
・保育所等に在籍している児童が亡くなった場合、提出が必要となります。

・手続きが可能な人：保育所等に在籍している児童の保護者

□ 利用申込み取り下げ書の提出
・保育所等を利用申込み中（転園申込み中を含む）の児童が亡くなった場合に、提出が必要となります。

・手続きが可能な人：保育所等を利用申込みしている児童の保護者

【持ち物】
・支給認定証（交付されている方のみ）

【手続き窓口】
・保育入園課
   ☎ ０４７－４３６－２３３０

・在籍する保育所等【期限】
・亡くなられた後、速やかに

C 幼児教育・保育の無償化
幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等、幼児教育・保育の無償化対象の施設を利用していた児童・保護者が亡くなった場合
手続きが必要となることがあります。

手続き窓口は利用施設により異なります。保育入園課（ ☎ ０４７－４３６－２３２９）または学務課（私学助成幼稚園に通園され
ている場合 ☎ ０４７－４３６－２８５８）にお問い合わせください。

MEMO  
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子ども

A 通所受給者証の手続き（通所受給者証の返還、保護者の変更）
対象児が亡くなられた場合に療育支援課へ通所受給者証を返還していただき
ます。
また、通所給付決定保護者が亡くなられた場合に変更の手続きをしていただ
きます。

【手続き・持ち物】

□ 通所受給者証の返還
　・通所受給者証

□ 保護者変更
　・通所受給者証
　・マイナンバーが確認できるもの
　・本人確認書類（運転免許証等）

【手続き可能な人】
・保護者

【手続き窓口】
・療育支援課　管理給付係
   ☎ ０４７－４３６－２３４２

【期限】
○通所受給者証の返還
　・なし

○保護者変更
　・速やかに

MEMO  
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障害（児）者

A 手帳の返還（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）
対象者が亡くなられた場合に、各手帳の返還の手続きをしていただきます。

【手続き・持ち物】

□ 身体障害者手帳の返還
　・身体障害者手帳

□ 療育手帳の返還
　・療育手帳

□ 精神障害者保健福祉手帳の返還
　・精神障害者保健福祉手帳

【手続き可能な人】
・同居の親族、同居者、その他の親族、成年
後見人等

【手続き窓口】
○身体障害者手帳、療育手帳の返還
　・障害福祉課　給付事業係
　    ☎ ０４７－４３６－２３４０
　    ☎ ０４７－４３６－２３５７
　・船橋駅前総合窓口センター

○精神障害者保健福祉手帳の返還
　・障害福祉課　精神医療係
　    ☎ ０４７－４３６－２７２９

【期限】
・速やかに

B 受給者証の返還（自立支援医療（更生医療・精神通院・育成医療）受給者証）
障害福祉サービス受給者証、地域生活支援サービス事業受給者証）

対象者が亡くなられた場合自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・
育成医療）、障害福祉サービス受給者証、地域生活支援サービス事業受給
者証の返還をしていただきます。

【手続き・持ち物】

□ 自立支援医療受給者証（更生医療）の返還
　・自立支援医療受給者証（更生医療）

□ 自立支援医療受給者証（精神通院）の返還
　・自立支援医療受給者証（精神通院）

□ 自立支援医療受給者証（育成医療）の返還
　・自立支援医療受給者証（育成医療）

□ 障害福祉サービス受給者証の返還
　・障害福祉サービス受給者証

□ 地域生活支援サービス事業受給者証の返還
　・地域生活支援サービス事業受給者証

【手続き可能な人】
・どなたでも可

【手続き窓口】
○自立支援医療受給者証（更生医療）の返還
　・障害福祉課　給付事業係
　　☎ ０４７－４３６－２３０８

○自立支援医療受給者証（精神通院）の返還
　・障害福祉課　精神医療係
　　☎ ０４７－４３６－２７２９

○自立支援医療受給者証（育成医療）の返還
　・地域保健課　助成給付係
　　☎ ０４７－４０９－３２７４

○障害福祉サービス受給者証の返還

○地域生活支援サービス事業受給者証の返還
　・障害福祉課　認定審査係
　　☎ ０４７－４３６－２３４６

【期限】
・速やかに
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障害（児）者

A 手当に関する手続き（資格喪失届または受給者の変更、未払い手当の請求）
支給対象となっていた方が亡くなられた場合、喪失の手続きが必要となります。
また、受給者が亡くなられた場合、喪失もしくは受給者変更の手続きが必要となります。その際、未払い手当の請求手続きが
必要となる場合もあります。

【手続き・持ち物】

□ 船橋市心身障害児福祉手当の喪失・変更

　○対象の児童が亡くなられた場合
　　・なし

　○受給者が亡くなられた場合
　　・今後受給者となる方の口座がわかるもの

※受給者となる方は市内在住で、現に対象児童を監護し
ている方になります。

□ 特別児童扶養手当の喪失・未払い手当の請求

　○対象の児童が亡くなられた場合
　　・受給者の印鑑
　○受給者が亡くなられた場合
　　・手当対象児童の印鑑
　　・手当対象児童の通帳

※未払い手当の振込口座は対象児童名義の口座に限られ
ます。必ず通帳原本をお持ちください。

□ 障害児福祉手当の喪失・未払い手当の請求

　○対象の児童が亡くなられた場合
　　・届出者の印鑑
　　・同居の親族の方の口座がわかるもの

□ 船橋市ねたきり身体障害者及び重度知的障害者介護手当
　 の喪失・変更
　○対象の障害者が亡くなられた場合
　　・なし

　○受給者が亡くなられた場合
　　・今後の受給者になる方の口座がわかるもの

□ 特別障害者手当の喪失・未払い手当の請求

　○受給者が亡くなられた場合
　　・届出者の印鑑
　　・親族の方の口座がわかるもの

□ 経過的福祉手当の喪失・未払い手当の請求

　○受給者が亡くなられた場合
　　・届出者の印鑑
　　・親族の方の口座がわかるもの

【手続き可能な人】
・同居の親族、同居者、その他の親族、成年後見人等

【手続き窓口】
・障害福祉課　給付事業係
   ☎ ０４７－４３６－２３４０

【期限】
・速やかに
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障害（児）者

A グループホーム・生活ホームの家賃補助の中止
グループホーム等入居者家賃補助対象者が亡くなられた場合に「船橋市グループ
ホーム等入居者家賃補助変更・中止届」の提出をしていただきます。

【手続き・持ち物】

□ 船橋市グループホーム等入居者家賃補助変更・中止届
　・なし

【手続き可能な人】
・グループホーム入居者の事業所職員等

【手続き窓口】
・障害福祉課　給付事業係
   ☎ ０４７－４３６－２３４５

【期限】
・速やかに

B 緊急通報装置・福祉電話の返却手続き
下記サービスを利用されている方が亡くなられた場合は、返却手続きが必要
となりますのでご連絡ください。

【手続き・持ち物】

□ 福祉電話の返却
　・電話機

□ 緊急通報装置の返却
※後日業者が装置を取り外しに伺うため、立ち会い可能な方をご紹介いた
だきます。立ち会いの方に業者より連絡が入ります。

【手続き可能な人】
・貸与者の親族等

【手続き窓口】
○福祉電話の返却
　・障害福祉課　給付事業係
　    ☎ ０４７－４３６－２３４５

○緊急通報装置撤去手続き
　・障害福祉課　相談支援係
　    ☎ ０４７－４３６－２３０９

【期限】
・至急担当係までご連絡ください。

※福祉電話については回線を停止するまで、
利用料が発生します。

C 重度心身障害者医療費助成受給券の返還
重度心身障害者医療費助成受給券所持者が亡くなった場合、返還をしていた
だきます。

【手続き・持ち物】

□ 重度心身障害者医療費助成受給券返納届
　・重度心身障害者医療費助成受給券

【手続き可能な人】
・重度心身障害者医療費助成受給者の親族等

【手続き窓口】
・障害福祉課　給付事業係
   ☎ ０４７－４３６－２３０８

【期限】
・速やかに

D 精神障害者入院医療費助成の受取口座の変更
精神障害者入院医療費助成を申請中で、助成金が入金される前に受取口座
の名義人の方が亡くなられた場合、口座名義人変更が必要になります。

【手続き・持ち物】

□ 精神障害者入院医療費助成の受取口座の変更
・口座のわかるもの（キャッシュカードや通帳）の写し
・亡くなられた方とは別居のご家族様の口座に変更される場合は、亡くな
られた方との関係がわかる公的書類

・成年後見人の場合は成年後見登記事項証明書

【手続き可能な人】
・同居の親族、同居者、その他の親族、成年
後見人など

【手続き窓口】
・障害福祉課　精神医療係
   ☎ ０４７－４３６－２７２９

【期限】
・原則、申請された月の翌月２０日まで
※届出が遅れると助成金の振込が遅くなります。
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乗車券

障害（児）者

B 福祉タクシー乗車券（要介護者等）の返還
福祉タクシー乗車券（要介護者等）の利用者が亡くなられた場合、福祉タクシー
乗車券（要介護者等）を返還してください。利用者以外使用することはでき
ませんので、破棄していただいても結構です。

【手続き・持ち物】

□ 福祉タクシー乗車券（要介護者等）の返還
　・福祉タクシー乗車券（要介護者等）

【手続き可能な人】
・福祉タクシー券（要介護者等）の受給者の親族等

【手続き窓口】
・高齢者福祉課　在宅支援係 
    ☎ ０４７－４３６－２３５２

【期限】
・なし

C 福祉タクシー乗車券（ピンク色）の返還
福祉タクシー券（ピンク色）の利用者が亡くなられた場合、返還してください。
利用者以外使用することができないので、破棄してしまってもかまいません。

【手続き・持ち物】

□ 福祉タクシー乗車券（ピンク色）の返還
　・福祉タクシー乗車券（ピンク色）

【手続き可能な人】
・福祉タクシー券（ピンク色）受給者の親族等

【手続き窓口】
・障害福祉課　給付事業係
   ☎ ０４７－４３６－２３４５

【期限】
・なし

D 交通不便地域支援事業パスカードの返還
交通不便地域支援事業パスカード保持者が亡くなられた場合、パスカード
を返還してください。

【手続き・持ち物】

□ 交通不便地域支援事業パスカードの返還
・交通不便地域支援事業パスカード

【手続き可能な人】
・交通不便地域支援事業パスカード保持者の親族等

【手続き窓口】
・道路計画課　交通政策係
   ☎ ０４７－４３６－２０５５

【期限】
・なし

A 心身障害者扶養年金の停止または給付の申請
心身障害者扶養年金制度の受給者または加入者が亡くなられた場合、停止
または給付の手続きが必要になります。

【手続き・持ち物】

□ 心身障害者扶養年金の停止または給付の申請
　・加入者が亡くなられた場合
　・受給者が亡くなられた場合
　・年金管理者が亡くなられた場合
　・障害者が加入者よりも先に亡くなられた場合

　　上記に該当される場合は、障害福祉課までご連絡ください。

【手続き可能な人】
・制限なし

【手続き窓口】
・障害福祉課　給付事業係
   ☎ ０４７－４３６－２３４５

【期限】
・給付の申請期限は加入者が亡くなられた日から
3年以内
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医療費助成

A
受給者証等の返還（千葉県特定医療費（指定難病）受給者証、千葉指定
難病登録者証、千葉県肝炎治療受給者証、千葉県先天性血液凝固因子障
害等受給者証、千葉県特定疾患医療受給者証、船橋市小児慢性特定疾病
医療受給者証、船橋市小児指定疾病医療費助成登録証）

対象者が亡くなられた場合に受給者証等の返還が必要になります。

【手続き・持ち物】

□ 千葉県特定医療費（指定難病）受給者証消滅届
　・千葉県特定医療費 (指定難病 )受給者証
□千葉県指定難病登録者証消滅届
　・千葉県指定難病登録者証

□ 千葉県肝炎治療受給者証消滅届
　・千葉県肝炎治療受給者証
□ 千葉県先天性血液凝固因子障害等受給権消滅届
　・千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証
□ 特定疾患消滅届
　・千葉県特定疾患医療受給者証
□ 船橋市小児慢性特定疾病医療受給者証消滅届
　・船橋市小児慢性特定疾病医療受給者証
□ 船橋市小児指定疾病医療費助成登録証消滅届
　・船橋市小児指定疾病医療費助成登録証

【手続き可能な人】
・遺族等

【手続き窓口】
・保健総務課　疾病対策係
　（保健福祉センター内）
   ☎ ０４７－４０９－２８９１

【期限】
・亡くなられた後、速やかに

B 被爆者健康手帳の手続き（手帳の返還、葬祭料の支給申請）
被爆者健康手帳をお持ちの方が亡くなられた場合、被爆者健康手帳の返却が
必要になります。
また、葬祭を行った者に対し、葬祭料（死亡年度により金額は異なります）
を支給します。

【手続き・持ち物】

□ 死亡届
・被爆者健康手帳
・手当証書（手当受給者のみ）
・死亡を証する書類（抹消された住民票の写し、死亡診断書または死体検
案書等をいいますが、葬祭料支給申請を同時に行う場合は省略できま
す。）

□ 葬祭料支給申請
・死亡診断書または死体検案書の写し
・喪主の方の通帳の写し（通帳の２頁目）
・申請者が葬祭を行ったことがわかる書類（下記のいずれか１つ）

例：会葬御礼のはがき（申請者が喪主の場合、原本が必要）
葬儀会社からの領収証（写し可。申請者及び被爆者の氏名が明記されたもの。）

※死亡原因が交通事故など、原子爆弾の傷害作用によるものでないことが
明らかな場合は支給されません。

【手続き可能な人】
○死亡届
　・遺族等
○葬祭料支給申請
　・葬祭を行った方

【手続き窓口】
・保健総務課　疾病対策係
　（保健福祉センター内）
   ☎ ０４７－４０９－２８９１

【期限】
○死亡届
　・亡くなられた日から１４日以内
○葬祭料支給申請
　・亡くなられた後、５年以内
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下水道・し尿

A 汲み取り式トイレの手続き（名義変更・収集中止の届出）
ご自宅・事業所等で汲み取り式のトイレをご使用されていた方が亡くなられた
場合は、名義変更や収集中止の届出等が必要になります。

【手続き・持ち物】

□ 名義変更・収集中止の届出等
　・納付済通知書や口座振替済通知書等
　　し尿収集番号が確認できるもの（あれば）

※汲み取り式トイレを含む建物の取り壊しがある場合は、汲み取りタンクを空
にする必要がある場合があります。取り壊し業者に作業の要否をご確認の
上、併せてお申し出ください。

【手続き可能な人】
・遺族等

【手続き窓口】
・クリーン推進課　清掃事業係
   ☎ ０４７－４３６－２４４２

【期限】
・速やかに

B 下水道使用者の名義変更
下水道の使用名義人が亡くなられた場合は、千葉県企業局へご連絡ください。

【手続き・持ち物】

□ 下水道使用者名義変更
・納入通知書等のお客様番号が確認できるもの（あれば）

【手続き可能な人】
・下水道使用料の管理者
（下水道使用者、その親族、相続財産管理人等）

【手続き窓口】
・千葉県企業局　県水お客様センター
ナビダイヤル　☎ ０５７０－００１－２４５
上記を利用できない場合
☎ ０４３－３１０－０３２１

【期限】
・速やかに

C 下水道受益者負担金に係る受益者変更に関する手続き
相続などで受益者が変わった場合は変更の届が必要となります。

【手続き・持ち物】

□ 下水道事業受益者の変更
　・受益者負担金の納入通知書等の受益者番号が確認できるもの（あれば）

【手続き可能な人】
・遺族等

【手続き窓口】
・下水道総務課
   ☎ ０４７－４３６－２６４３

【期限】
・速やかに

D 浄化槽管理者の変更・使用休止
浄化槽が設置された家屋等を相続により取得した場合は、浄化槽管理者変更
報告書の提出が必要となります。
また、浄化槽が設置された家屋等を当面の間使用する予定がない場合は
休止届の提出が必要となります。

【手続き・持ち物】

□ 浄化槽の管理者変更
・浄化槽の管理者変更報告書
・保守点検カード（あれば）

□ 浄化槽の使用休止
・浄化槽使用休止届出書
・清掃の記録

【手続き可能な人】
・浄化槽が設置された家屋等を相続した人

【手続き窓口】　
※オンラインや郵送での手続きも可能

・環境保全課　水質・地質係
   ☎ ０４７－４３６－３８１３

【期限】
・速やかに
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農 地

貸付金

A 農地法の規定による届出
農地を相続した場合、農地法の規定より農業委員会へその
旨を届け出てください。

【手続き・持ち物】

□ 農地法第３条の３の規定による届出

【手続き可能な人】
・農地を相続した方

【手続き窓口】
・農業委員会事務局　農地係　☎ ０４７－４３６－２７４２

【期限】
・相続登記後または、遺産分割協議が確定した後、速やかに

B 森林法の規定による届出
新たに、森林法に基づく地域森林計画の対象となっている
民有林の所有権を得た場合届出が必要になります。

【手続き・持ち物】

□ 森林所有者の届出に関する諸手続き
・位置図
・登記事項証明書等

【手続き可能な人】
・相続人

【手続き窓口】
・農水産課　園芸水産係　☎ ０４７－４３６－２４９４

【期限】
・所有者になった日から９０日以内
・90日以内に分割協議が整わない場合、被相続人の死亡日から
90日以内に法定相続人の共有物として届出が必要

C 下水道接続工事貸付金の借受人または連帯保証人の変更
下水道接続工事の貸付金を利用されている方、もしくは連
帯保証人が亡くなった際は、名義変更が必要になります。

【手続き・持ち物】

□ 借受人もしくは連帯保証人の変更
・新たに借受人、もしくは連帯保証人になる方の印鑑登録
証明書及びその実印

【手続き可能な人】
・水洗便所化改造工事資金貸付金の借受人、連帯保証人、その
他の親族

【手続き窓口】
・下水道総務課　排水設備係　☎ ０４７－４３６－２６４２

【期限】
・速やかに

D 高齢者・障害者住宅整備資金貸付金の借受人の変更
高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業債務者が亡くなられた
場合、送付先等の変更手続きをしますので、高齢者→高齢
者福祉課、障害者→障害福祉課までご連絡ください。

【手続き・持ち物】

□ 高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業送付先の変更
・なし

【手続き可能な人】
・連帯保証人、相続人

【手続き窓口】
○高齢者
　高齢者福祉課　在宅支援係　☎ ０４７－４３６－２３５２
○障害者
　障害福祉課　給付事業係　☎ ０４７－４３６－２３４５

【期限】
・亡くなられた後、速やかに
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貸付金

A 看護師等養成修学資金貸付金の返還免除・連帯保証人変更の申請
船橋市看護師等養成修学資金貸付金の借受者が亡くなられた場合は、返還免除申請を行う必要があります。
また、連帯保証人が亡くなられた場合は、変更申請を行う必要があります。

【手続き・持ち物】

□ 看護師等養成修学資金返還免除申請
・返還免除申請書等
※書類には連帯保証人の方の署名・押印が必要になります。事前に申
請用紙が必要になるため、担当課にご連絡ください。
※返還免除の際には、死亡届、借用証書も提出する必要があります。

□ 看護師等養成修学資金連帯保証人変更申請
・連帯保証人変更申請書
※新たに連帯保証人になる方が決定してからご申請ください。
※後日、新たに連帯保証人になる方の印鑑登録証明書をご提出いただき
ます。

【手続き可能な人】
○看護師等養成修学資金返還免除申請
　・相続人（相続人が居ない場合は、監護する者※）
　※保護者もしくはそれに代わる者
○看護師等養成修学資金連帯保証人変更申請
　・借受者

【手続き窓口】
・健康政策課　医療施設係
   ☎ ０４７－４０９－０４１５

【期限】
・亡くなられた後、速やかに

B 保育士養成修学資金貸付金の返還免除・連帯保証人変更の申請
船橋市保育士養成修学資金貸付金の借受者が亡くなられた場合は、返還免除申請を行う必要があります。
また、連帯保証人が亡くなられた場合は、変更申請を行う必要があります。

【手続き・持ち物】

□ 保育士養成修学資金返還免除申請
・返還免除申請書等

※右記手続き可能な人と連帯保証人（2名）との連名での申請となります。
事前に申請用紙が必要になるため、担当課にご連絡ください。

※返還免除の際には、死亡届、借用証書も提出する必要があります。

□ 保育士養成修学資金連帯保証人変更申請
・保育士養成修学資金連帯保証人変更申請書
※新たに連帯保証人になる方が決定してからご申請ください。

※後日、新たに連帯保証人になる方の印鑑登録証明書をご提出いただき
ます。

【手続き可能な人】
○保育士養成修学資金返還免除申請
　・相続人（相続人が居ない場合は、監護する者※）
　※保護者もしくはそれに代わる者
○保育士養成修学資金連帯保証人変更申請
　・借受者

【手続き窓口】
・保育入園課　事業係
   ☎ ０４７－４３６－２３２９

【期限】
・亡くなられた後、速やかに

MEMO  
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貸付金

ペット

A 母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子父子寡婦福祉資金貸付金の借主等が亡くなった場合、死亡届を提出

してください。

【手続き・持ち物】

□ 死亡の届
・母子・父子・寡婦福祉資金に係る死亡届
・届出人の印鑑

※状況により、その他の手続きが必要になる可能性がございますので、
必ず事前に担当課までご連絡ください。

【手続き可能な人】
・借主、連帯借主、連帯保証人、その他の親族

【手続き窓口】
・こども家庭支援課　家庭支援係
   ☎ ０４７－４３６－２３２０

【期限】
・速やかに

B 船橋市奨学金貸付金
船橋市奨学金貸付金の借主等が亡くなった場合、死亡届を提出してくだ
さい。

【手続き・持ち物】

□ 死亡の届
・船橋市奨学金借受者死亡届

※状況により、その他の手続きが必要になる可能性がございますので、
必ず事前に担当課までご連絡ください。

【手続き可能な人】
・連帯保証人（父母等）

【手続き窓口】
・学務課　就学助成係
   ☎ ０４７－４３６－２８５８

【期限】
・速やかに

C 犬の登録事項の変更
犬の新所有者は、所有者の変更の届出が必要です。あわせて、所有者
の住所・犬の所在地に変更がある場合も手続きをしてください。なお、
新たな犬の所在地が市外の場合は、犬の所在地の自治体にて手続きを
してください。
※マイクロチップを装着済みの犬は、手続きが異なる場合がございます
ので担当課へお問い合わせください。

【手続き・持ち物】

□ 犬の登録事項変更届出
・犬の登録事項変更届出書（第５号様式）
・犬鑑札（あれば）

【手続き可能な人】
・新しい犬の所有者

【手続き窓口】　※オンラインでの手続きも可能
・動物愛護指導センター
   ☎ ０４７－４３５－３９１６
・衛生指導課（保健福祉センター内）
   ☎ ０４７－４０９－２５９８

【期限】
・所有者になった日から３０日以内

MEMO  
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その他

A 広報サービスの中止
（広報ふなばしのポスティングサービス、声の広報、点字広報）

亡くなられた方が利用されていたサービスの中止手続きが必要になります。

【手続き・持ち物】

□ ポスティングサービス中止連絡

□ 声の広報中止連絡

□ 点字広報中止連絡

・なし

【手続き可能な人】
・亡くなられた方の親族

【手続き窓口】
・広報課　広報係
   ☎ ０４７－４３６－２０１２

【期限】
・速やかに

B 市営霊園・霊堂の使用承継の手続き（名義変更）
市営霊園・霊堂使用者が亡くなった場合、使用承継の手続き（名義変更）が
必要になります。

【手続き・持ち物】

□ 市営霊園・霊堂承継承認申請

・承継者の世帯全員が記載されている住民票
　※本籍・続柄記載のあるもの
　※市内在住の方は不要

・全部事項証明（戸籍謄本）

〇配偶者が承継する場合に必要となる戸籍
　夫婦関係（婚姻）と死亡者の死亡の記載がある戸籍

〇配偶者以外の者が承継する場合に必要となる戸籍
　前使用者の死亡の記載がある戸籍
　前使用者と承継者とのつながりが確認できる戸籍（つながりが確認で
きない場合は受理できません。）

〇上記のほか、ご不明な点については、環境保全課職員に確認してください。

・誓約書（承継者の実印押印）

・上記実印の印鑑登録証明書（原本）

・使用許可証（原本）

・手数料300 円（使用許可証再交付申請も行う場合は600 円）

※戸籍謄本等の原本還付希望の場合はコピー代がかかります。

・本人確認書類（原本）、本人以外が申請する場合は、委任状と受任者の
本人確認書類（原本）

※顔写真のついていない本人確認書類については、２種類提示が必要です。

【手続き可能な人】
・亡くなられた方の親族

【手続き窓口】
・環境保全課　霊園管理係
   ☎ ０４７－４３６－２４０２

【期限】
・速やかに

C 災害弔慰金の支給
地震、火災等の災害でお亡くなりになった場合、船橋市災害見舞金及び災害
弔慰金支給規則に基づき、災害弔慰金（１人につき１０万円）を死亡した者の
遺族または葬祭を行った者に支給します。
※火災等の原因が被災世帯の世帯員の故意または重大な過失によるもので
あるときは、災害弔慰金を支給しないことがあります。

【手続き・持ち物】

□ 災害弔慰金の支給
　・遺族であることがわかる戸籍または葬祭を行ったことがわかる書類
　・振込先の口座がわかる書類、り災証明書

【手続き可能な人】
・亡くなられた方の親族または葬祭を行った者

【手続き窓口】
・地域福祉課　管理係
　（千葉県船橋合同庁舎４階）
   ☎ ０４７－４３６－２３１３

【期限】
・なし
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その他

A 市営駐輪場の定期利用の廃止
お支払いいただいた料金から亡くなられた月までの料金を差し引いた分をお返
しすることができます。
詳しい手続きについては都市整備課までお問い合わせください。

【手続き可能な人】
・相続人等

【手続き窓口】
・都市整備課
   ☎ ０４７－４３６－２２９３

【期限】
・速やかに

B 市営住宅の明け渡しや入居者の変更
市営住宅にお住まいの方がお亡くなりになった場合は手続きが必要です。詳
しくは個別にご案内しますので船橋市営住宅管理センターまでお問い合わせ
ください。

【手続き・持ち物】

□ 市営住宅の明渡
・市営住宅明渡届

□ 市営住宅入居者の変更
・市営住宅承継入居承認申請書
・市営住宅同居者異動届

【手続き可能な人】
・亡くなられた方の親族

【手続き窓口】
・船橋市営住宅管理センター
   ☎ ０４７－４３６－２０４０

【期限】
・速やかに

C 町会・自治会代表者の変更
町会・自治会の代表者がお亡くなりになった場合、新たな代表者について
届け出てください。

【手続き・持ち物】

□ 町会・自治会の代表者変更等
・町会・自治会代表者 / 状況届出書
　※認可地縁団体の場合は下記の書類も必要です。

・告示事項変更届出書
・承諾書
・変更の承認を受けた総会の議事録

【手続き可能な人】
・新たな代表者等

【手続き窓口】
・自治振興課　自治振興係
   ☎ ０４７－４３６－２０２２

【期限】
・新たな代表者が決まり次第速やかに

D 各種施設利用カード等の返還

施設利用のためのカード等については以下のとおり、取り扱うようお願いいたします。

〇図書館資料利用券
　図書館・公民館図書室等へお持ちください。
　・期限はありません

【問い合わせ】
・西図書館
   ☎ ０４７－４３１－４３８５

①体育施設利用者カード
②船橋市民文化ホール友の会会員証

・返却の必要はありません。不要と判断された
時点で処分していただいて構いません。

【問い合わせ】
①生涯スポーツ課
   ☎ ０４７－４３６－２９１０

②市民文化ホール
   ☎ ０４７－４３４－５５５５
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その他

A パスポートの返納
亡くなられた方が所持していた有効期間中のパスポートの返納手続きが必要
となります（有効期間の切れたパスポートは手続き不要です）。
失効処理を行った上でお返しします。

【手続き・持ち物】

□ 一般旅券返納届

□ お亡くなりになった方の有効期間中のパスポート

□ 死亡が確認できる疎明資料
　（死亡診断書の写しや戸籍・除籍謄抄本の写し、住民票の除票等）

□ 届出人の本人確認書類

【手続き可能な人】
・どなたでも

【手続き窓口】
・船橋市パスポートセンター
 （船橋駅前総合窓口センター内）
   ☎ ０４７－４２３－３４３０

【期限】
・速やかに

B パートナーシップ宣誓の変更・解消
亡くなられた方がパートナーシップ宣誓をされていた場合、パートナーシップ
変更・解消届のご提出が必要です。

【手続き・持ち物】

□ パートナーシップ変更・解消届の提出
・届出人の本人確認書類

【手続き可能な人】
・亡くなられた方とパートナーシップを宣誓され
た方等

【手続き窓口】
・市民協働課　男女共同参画係
   ☎ ０４７－４３６－２１０７

【期限】
・なし

MEMO  
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対 象 主な手続き 問い合わせ先

市
役
所
以
外
で
の
手
続
き

 国民年金・厚生年金等 ■死亡届
■未支給年金の請求
■遺族厚生年金請求

ねんきんダイヤル
☎ ０５７０－０５－１１６５
IP 電話からは ☎ ０３－６７００－１１６５

船橋年金事務所
☎ ０４７－４２４－８８１１

 普通自動車 ■税金に関する手続き 船橋県税事務所
☎ ０４７－４３３－１２７５

■廃車・名義変更 習志野自動車検査登録事務所
☎ ０５０－５５４０－２０２４

 ３輪・４輪の軽自動車 ■廃車・名義変更 軽自動車検査協会　千葉事務所習志野支所
☎ ０５０－３８１６－３１１５

 ２輪の軽自動車
（125cc 超 250cc 以下）
 ２輪の小型自動車
（250cc 超）

■廃車・名義変更 習志野自動車検査登録事務所
☎ ０５０－５５４０－２０２４

 国税関係 ■相続手続き
■所得税・消費税申告手続き

 船橋税務署
☎ ０４７－４２２－６５１１

 不動産登記関係 ■土地・家屋等の相続登記 千葉地方法務局　船橋支局
☎ ０４７－４３１－３６８１

 法定相続情報証明制度 ■法定相続情報一覧図の取得
　（各種相続手続きの負担軽減）

 遺言書（自筆） ■自筆証書遺言書保管制度

■検認・開封 千葉家庭裁判所　市川出張所
☎ ０４７－３３６－３００２

 相続放棄 ■相続放棄の申立

 上下水道 ■上下水道の閉栓・名義変更
■振替口座・支払方法の変更

三山全域、田喜野井 2丁目の
一部、習志野 4丁目の一部、
及び習志野 5丁目で上水道を
使用している方

習志野市企業局
料金センター
☎ ０４７－４７５－３３２０

上記の地域で、下水道を使用
している方

千葉県企業局
県水お客様センター
ナビダイヤル
☎ ０５７０－００１－２４５
上記を利用できない場合
☎ ０４３－３１０－０３２１

上記の地域以外で、上下水道
を使用している方

運転免許証 ■返納 船橋警察署
☎ ０４７－４３５－０１１０
船橋東警察署
☎ ０４７－４６７－０１１０

健康保険
（国民健康保険以外）

■埋葬料（費）の支給申請等 亡くなられた方が加入されていた健康保険組合

特別永住者証明書
在留カード

■返納
■配偶者に関する届出

東京出入国在留管理局　千葉出張所
☎ ０４３－２４２－６５９７

生命保険等 ■死亡保険金の請求
■入院給付金の請求　等

加入されていた生命保険会社または代理店

市役所以外での主な手続き一覧
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対 象 主な手続き 問い合わせ先

市
役
所
以
外
で
の
手
続
き

預貯金口座等 ■口座凍結の解除 各金融機関　等

株式等 ■名義変更 証券会社　等

国債 ■記名変更
■償還金受領

償還金支払場所または証券保管証書に記載の郵便局

クレジットカード ■解約 各契約会社

固定電話・携帯電話 ■契約承継・解約 各契約会社

インターネット ■名義変更・解約 各契約会社

NHK受信料 ■名義変更・解約
■減免取りやめ

NHK ふれあいセンター
・名義変更・解約
フリーダイヤル　☎ ０１２０－１５１５１５
有料ダイヤル　   ☎ ０５０－３７８６－５００３
・減免取りやめ 　 ☎ ０５７０－０７７－０７７　　　　　 

 電気・ガス料金等 ■名義変更・解約  各契約会社

 ケーブルテレビ ■名義変更・解約  各契約会社

 火災保険等 ■名義変更
■契約していた住居が空き家と
なったときは、契約内容の変
更等が必要となる場合があり
ます。

 加入されていた損害保険会社または代理店

不動産を相続された方へ

□ 相続登記を行いましょう
土地や家屋などの不動産を相続したときは、相続登記の手続きが必要です。令和 6年 4月1日からは相続登記
が義務化され、手続きを怠ると罰則が科される場合がありますので、お早目に手続きをお済ませください。
《問い合わせ先》千葉地方法務局　船橋支局　☎ ０４７－４３１－３６８１

□ 空家となる建物を相続した場合
市では空家相談窓口を設けています。亡くなった方がお住まいだった住居が空家となってしまった場合などで、
空家の相続手続きや利活用、売却などに関するお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
《問い合わせ先》
市民安全推進課　空家対策係　☎ ０４７－４３６－３１１３

□ 空家または空家取壊し後の土地を譲渡した場合
 　（空き家の発生を抑制するための特例措置）
お亡くなりになって空家となったお住まいを相続し、その空家または空家取壊し後の土地を譲渡した場合に、
譲渡所得から特別控除を受けられる制度があります。詳しい要件につきましては、お住まいの地域を所管する
税務署までお問い合わせください。

《問い合わせ先》
船橋税務署　☎０４７－４２２－６５１１
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相続等に関する相談業務については、以下のものがございます。
（★）の付いている相談は予約が必要です。

相続関係の問い合わせ先

市役所の相談窓口（相談者が市内在住・在勤に限ります）

□ 生活相談（相続全般についての一般的な相談）

□ 法律相談（法解釈など専門知識が必要な内容についての弁護士相談） （★）
　《問い合わせ先》
　船橋市　市民の声を聞く課　☎ ０４７－４３６―２７８７

□ 女性のための法律相談（★）
　《問い合わせ先》
　船橋市　男女共同参画センター　☎ ０４７－４２３－０７５７

市役所以外の相談窓口

□ ６０歳以上のための法律相談（月１回）（★）
　《問い合わせ先》
　ふなばし高齢者等権利擁護センター　☎ ０４７－４３１―７５６０

□ 行政書士への相談に関すること
　（戸籍等の収集、遺産分割協議書などの相続手続きに関する書類作成についての相談）
　「広報ふなばし」各月1日号の無料相談窓口の表に記載の無料相談をご利用ください。
千葉県行政書士会葛南支部

□ 司法書士への相談に関すること（不動産の名義変更に関すること）（★）
　《問い合わせ先》
　ちば司法書士総合相談センター　☎ ０４３－２０４－８３３３

※こちらの相談は相談業務のみで、以降の手続きまで請け負うものではございません。
　詳細は各窓口にお問い合わせください。

ご遺族がご利用いただける制度・サービス

MEMO  
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ひとり親家庭の手続き（新たに申請する場合）

児童の両親または父母のどちらかが亡くなられた場合以下のような制度を申請できる場合があります。
状況によりご案内が異なりますので、事前に子育て給付課へお問い合わせください。

【手続き・内容】

□ 児童扶養手当の申請
〇内容・対象者
両親または父母のどちらかが亡くなられた場合、児童（１８歳到達後最初の3月31日まで。一定の障害がある場合は２０
歳未満まで）を養育していく父または母、もしくは祖父母等の養育者が申請できる場合があります。

※所得制限あり

□ 遺児手当の申請
〇内容・対象者
両親または父母のどちらかが亡くなられた場合、児童（義務教育終了前まで）を養育していく父または母、もしくは祖父母
等の養育者が申請できる場合があります。

※所得制限あり

□ ひとり親家庭等医療費の助成の申請
〇内容・対象者
両親または父母のどちらかが亡くなられた場合、児童（１８歳到達後最初の3月31日まで。一定の障害がある場合は２０
歳未満まで）を養育していく父または母、もしくは祖父母等の養育者が申請できる場合があります。

※所得制限あり
※生活保護受給世帯を除く

【持ち物】
※その方の生活状況により異なりますので、窓口にてお話をお伺いした上で、個別に書面にてご案内しています。

【手続き窓口】
・子育て給付課　ひとり親家庭助成係
   ☎ ０４７－４３６－３３１６
・船橋駅前総合窓口センター（平日９時～１７時）

【期限】
・なし（認定となった場合は、児童扶養手当及び遺児手当は申請日の翌月分から、ひとり親家庭等医療費の助成は申請日から
対象となります。）

MEMO  
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ご遺族がご利用いただける制度・サービス

就学援助制度について

就学援助制度は経済的理由で、学校で必要となる諸経費についてお困りの保護者に対して、その一部を援助する
制度です。また、就学援助認定者については給食費及び日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金が免除
となります。希望する方は学校に申請してください。
（※受給するためには要件がありますので、詳細については、下記までお問い合わせください。）

《問い合わせ先》
・就学援助制度　学務課　☎ ０４７－４３６－２８５２
・学校給食費　保健体育課　☎ ０４７－４３６－２４１８
・日本スポーツ振興センター　共済掛金保護者負担金
保健体育課　児童・生徒防犯安全対策室　☎ ０４７－４３６－２８７６

交通遺児援護基金について

陸上交通事故などでお父さんやお母さんを失った18歳未満（ただし満18歳に到達した日以降の最初の3月31日
までの間に高校に在学している者を含む）の交通遺児（または世帯）に激励のための見舞金などを支給しています。
詳細については、以下の問い合わせ先までご確認ください。
（※申請手続きは、担当区域の民生委員・児童委員を通じて行います。）

《問い合わせ先》
（交通遺児援護基金に関すること）
　・船橋市社会福祉協議会　☎ ０４７－４３１－２６５３
（担当区域の民生委員・児童委員に関すること）
　・地域福祉課　☎ ０４７－４３６－２３１３

「保健と福祉の総合相談窓口　さーくる」

たくさんの課題が複雑に絡み合い、どこに相談したらよいかわからない場合や生活に困窮している場合など、内
容を限定せず無料で相談をお受けし、関係機関と連携し、寄り添った支援を行います。市内にお住まいの、子ども、
障害者、高齢者等、対象を限定することなく、どなたでもご相談いただけます。

《問い合わせ先》
・「保健と福祉の総合相談窓口  さーくる」　☎ ０４７－４９５－７１１１

ご家族や大切な方を自死によって亡くされた方への支援

わかちあいの会「ひだまり」という大切な人を自死で亡くされた方が集い、あなたの悲しみをわかちあえる場所が
あります。詳細については、下記までお問い合わせください。

《問い合わせ先》
・「千葉いのちの電話」　☎ ０４３－２２２－４４１６（月～金 ９時～１７時※祝休日除く）
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三親等内の親族図
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庁内フロアマップ
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市役所窓口のご案内

047-436-2111
047-423-3411

※高根台出張所は専用の駐車場がございません。
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